


はじめに
Ⅰ　屋外広告物とその規制
　１　禁止広告物
　２　禁止地域
　３　許可地域
　４　禁止物件

Ⅱ　許可の基準
　１　屋外広告物の種類
　２　建物を利用して出される屋外広告物の基準
　３　建物から独立して出される屋外広告物の基準
　４　その他の屋外広告物の基準

Ⅲ　適用除外の屋外広告物
　１　適用除外となる屋外広告物
　２　自家広告物

Ⅳ　許可の手続と手数料
　１　許可等の手続の流れ
　２　許可申請等の添付書類と審査手数料
　３　許可の手数料と許可期間を定める基準
　４　許可証票
　５　屋外広告物の設置を依頼する場合
　６　屋外広告物の設置の許可申請等の窓口

Ⅴ　その他の注意事項
　１　管理義務
　２　管理者制度
　３　点検義務
　４　有資格者による点検
　５　除却義務
　６　違反広告物に対する措置
　７　罰則

Ⅵ　屋外広告業の登録制度
　１　屋外広告業の登録
　２　申請方法
　３　登録申請等に係る必要書類等
　４　手数料　

1

２
３
４
５

７
８
９
１１

１３
１３

１７
１８
１９
１９
２０
２０

２１
２１
２２
２３
２４
２４
２４

２５
２５
２６
２６

目　　次



各市町村に適用される屋外広告物条例一覧

市町村区分 市町村名 屋外広告物の設置の許可等 屋外広告業の登録

政令指定都市 さいたま市 さいたま市屋外広告物条例 さいたま市屋外広告物条例

中核市

川越市 川越市屋外広告物条例 川越市屋外広告物条例

川口市 川口市屋外広告物条例 川口市屋外広告物条例

越谷市 越谷市屋外広告物条例 越谷市屋外広告物条例

その他

熊谷市 熊谷市屋外広告物条例

埼玉県屋外広告物条例

春日部市 春日部市屋外広告物条例

戸田市 戸田市屋外広告物条例

新座市 新座市屋外広告物条例

八潮市 八潮市屋外広告物条例

三郷市 三郷市屋外広告物条例

その他の市町村 埼玉県屋外広告物条例

はじめに
　私たちの住む街や郊外の道路沿いなどには、ポスターや立看板、広告塔や広告板など大小を問わず多種多

様な屋外広告物が出されています。

　優れたデザインの屋外広告物は身近な情報源として有益であるとともに、街に賑わいや活気をもたらし

ます。

　しかし、無秩序、無制限に出されると広告としての本来の役割を果たさないばかりか、県民共有の財産で

ある自然や街の持つ美しさを著しく損なうことになりかねません。

　また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ事故を招くこともあります。

　そこで埼玉県では、屋外広告物法とこれに基づく埼玉県屋外広告物条例及び同施行規則により、屋外広告

物について必要な規制を行っています。この「しおり」は、埼玉県屋外広告物条例が適用される区域（市町

村）で屋外広告物を出す場合のルールを理解していただくことを目的として作成したものです。

　一部の市では独自の屋外広告物条例を制定しています。

　それらの市における、屋外広告物の設置の許可等については、その市の条例が適用されます。

　ただし、屋外広告業の登録については、政令指定都市と中核市を除き独自の条例の有無にかかわらず埼玉

県の条例が適用されます。

　各市町村に適用される条例は下表のとおりです。
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○重要文化財

100m以内ダメ

ダメ

ダメダメ

○第1種低層住居専用地域等

－ 3 －



○都市公園

ダメダメ

○体育館等

ダメダメ

○高速道路の沿道

500(200)m500(200)m500(200)m500(200)m

ダメダメ

○知事の指定する道路の沿道

50～ 200ｍ50～ 200ｍ

50～ 200ｍ50～ 200ｍ

ダメダメ
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(5) 信号機標柱付近の禁止物件（　　 内にある電柱等）　（　　　　

歩道民地等

歩道民地等

道　路

3m3m

3m3m

10m10m10m10m
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電柱街灯柱

立
看
板
看看看
板
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店
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質
店

質

アーチ利用広告

○□医院

消火栓
標識利用広告

自動車利用広告

袖付広告

巻付広告

お買
い物は△□商店街で

○□△□

△○デパート

△○デパート

△
○
デ
パ
ー
ト

△
○
デ
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ト

△○デパート ○
△
開
催
中

大
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中

広告板

突出し広告
壁面利用広告

アドバルーン

広告幕

屋上利用広告

バ
ー
ゲ
ン

広 告 板
（ポール看板）



表示面積の合計は
全壁面面積の1/10 以下

広
告
物
の
地
上
か
ら
の
高
さ
h

軒
高
H

外
壁

外
壁

不
可広告塔広告塔

建物

広告物の上端の
高さは地上から
12m以下

木造建築物を利用する場合

ただし、近隣商業地域及び商業地域の場合は
（①+②）≦H×W×3/10

木造建築物以外を利用する場合

建物の壁面から
突出してはいけない

表示面積は
10㎡以下

1

2

HH

WW

（①+②）≦H×W×1/5

h≦H×5/3 かつ h≦48m
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4.5m以上
( 車道上 )
3.0m以上
（歩道上）

10m以下

総表示面積 10㎡以下

1.2m
以下

4.5m以上
( 車道上 )
3.0m以上
（歩道上）

壁面の高さ以下
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0.6m以下

1.2m以下

4.5m以上
（車道上）

1.2m
以上
1.2m
以上

3.2m
以下
3.2m
以下

3.0m以上
（歩道上）

○電柱・街灯柱等利用広告 袖付広告 巻付広告 ○標識利用広告

0.5㎡以下／面

消火栓

○アーチ利用広告

Hは車道上 7.5m以下、歩道上 5.5m以下
hは車道上 5.0m以上、歩道上 3.5m以上

h
5m
(3.5m)

h
5m
(3.5m)

H
7.5m
(5.5m)

H
7.5m
(5.5m)

○自動車利用広告

1㎡以下

0.3㎡以下

気球気球

○アドバルーン

15m以下15m以下 地上から
45m以下
地上から
45m以下

幅は1.5m以下幅は1.5m以下

3m以下3m以下

○はり紙 ○はり札 ○立看板 ○広告旗

1㎡以下1㎡以下 1㎡以下1㎡以下 1.8m
  以下
1.8m
  以下

3m
  以下
3m
  以下

1.8m
  以下
1.8m
  以下

0.6m以下0.6m以下

0.6m以下0.6m以下

○広告幕
　（縦型）

1.2m以下1.2m以下

5m以上
（道路上）
5m以上
（道路上）

15m以下15m以下

○広告幕（横型）

1.2m
以下
1.2m
以下

15m以下15m以下
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「点検不要広告物等」
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地上から４ｍを超え 許可申請が必要

地上から４ｍを超え 許可申請が不要
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